
  

銚
子
市
沖
の
海
域
が
洋
上
風
力
発

電
の
有
望
な
区
域
（
全
国
で
４
か
所
）

に
選
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
国
・

県
に
よ
る
「
千
葉
県
銚
子
市
沖
に
お

け
る
協
議
会
」
の
初
会
合
が
11
月
18

日
、
千
葉
市
で
開
か
れ
た
。
公
募
占

用
指
針
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項
、
促

進
区
域
の
場
所
・
規
模
・
設
備
位
置
、

漁
業
協
調
・
漁
業
影
響
調
査
の
あ
り

方
な
ど
に
つ
い
て
調
整
を
図
る
こ
と

が
目
的
だ
。
17
人
の
構
成
員
が
出
席

し
、「
漁
業
と
地
域
が
豊
か
に
な
る

高
い
視
点
に
立
っ
て
、
持
続
可
能
な

共
存
共
栄
の
手
法
を
確
立
す
る
こ
と

が
重
要
」
と
い
っ
た
意
見
も
。

  

市
を
代
表
し
て
出
席
し
た
私
は
次

の
よ
う
に
漁
業
共
生
と
地
域
貢
献
を

訴
え
た
。

【
１
】
銚
子
市
の
方
針

  

銚
子
市
の
自
然
環
境
を
活
か
し
た

洋
上
風
力
発
電
は
、
銚
子
創
生
の
た

め
の
重
要
な
施
策
で
あ
り
、
銚
子
市

の
総
合
計
画
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
位
置
づ
け
て
い
る
。

【
２
】
漁
業
と
の
共
生

  

８
年
連
続
水
揚
げ
量
日
本
一
を
誇

る
銚
子
市
に
お
い
て
、
洋
上
風
力
発

電
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
漁
業
と

の
共
生
、
共
存
共
栄
が
絶
対
条
件
。

促
進
区
域
だ
け
で
な
く
周
辺
海
域
も

含
め
て
、
し
っ
か
り
と
海
域
を
調
査

す
る
必
要
が
あ
る
。
漁
業
者
と
発
電

事
業
者
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
新

た
な
漁
業
共
生
策
、
漁
業
振
興
策
に

取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

【
３
】
地
域
振
興

  

地
元
企
業
の
活
用
に
よ
る
経
済
波

及
効
果
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
新
た
な

関
連
産
業
の
誘
致
、
雇
用
の
創
出
な

ど
、
地
元
産
業
へ
の
効
果
が
見
込
ま

れ
る
。
新
た
な
観
光
資
源
と
し
て
、

観
光
振
興
に
も
寄
与
し
、
交
流
人
口

の
増
加
を
期
待
す
る
。

【
４
】
名
洗
港
の
活
用
・
整
備

  

今
後
、
銚
子
市
以
外
で
も
継
続
的

に
大
規
模
な
洋
上
風
力
発
電
施
設
の

建
設
が
見
込
ま
れ
る
。
地
元
経
済
へ

の
波
及
効
果
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て

継
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、
将
来

の
名
洗
港
の
基
地
港
湾
化
も
含
め
、

長
期
的
な
視
点
に
よ
る
機
能
整
備
を

要
望
す
る
。

【
５
】
文
化
財
の
保
護

  

有
望
区
域
と
し
て
選
定
さ
れ
た
銚

子
市
沖
の
近
く
に
は
、
文
化
財
で
あ

る
名
勝
・
天
然
記
念
物
の
屏
風
ケ
浦

が
あ
る
。
洋
上
風
力
発
電
の
立
地
に

伴
う
文
化
財
へ
の
配
慮
を
お
願
い
し

た
い
。

【洋上風力の
　　第１回協議会】
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銚子市長　越川　信一

市税、国民健康保険料など

納期限を過ぎると延滞金が加算されるばか
りか各種給付が制限される場合も。納

められるお金や財産があるのに納付しないと、
財産の差押えなどを受けます。

＼滞納すると困るのはあなた／ 
 
▶�国民健康保険の被保険者証（保険証）が
使えず医療費が全額自己負担に�
▶�介護保険サービスを受けたときの自己負
担額が引き上げられ高額介護サービス費
などの給付が受けられない�
▶水道が給水停止に�
▶市営住宅に入居できない　など

どうしても納付できないとき 
災害、病気、失業などやむを得ない事情で納付が困
難なときはそのままにせずにご相談してください。 

口座振替がおすすめ 
手数料はもちろん無料。 
１度手続きをすると毎年自動的に継続されます。

市税・各料金 問合せ 市税・各料金 問合せ

市県民税、軽自動車税
債権管理室　　☎(24)8954

保育料 子育て支援課　　　☎(24)8967
固定資産税・都市計画税 育英資金返還金 教育総務室　　　　☎(24)8725
国民健康保険料 保険年金室　　☎(24)8955 学校給食費 学校給食センター　☎(24)0365
後期高齢者医療保険料 保険年金室　　☎(24)8958 市営住宅家賃 都市整備室　　　　☎(24)8899
介護保険料 高齢者福祉課　☎(24)8755 下水道事業受益者負担金 下水道室　　　　　☎(24)8196
配食サービス利用料

高齢者福祉課　☎(24)8754
水道料金・下水道使用料 水道料金センター　☎(30)3131

緊急通報装置利用料

納め忘れてない？
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